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近年におけるわが国の財務報告および内部統制を取り巻く状況は，以下の

とおりである。2010 年 3 月期より国際財務報告基準の任意適用が開始され，

2017 年 10 月現在では適用会社数は 156 社（適用予定会社 17 社を含む）と

なっている。2017 年 6 月末現在における IFRS 適用会社（125 社），IFRS

適用決定会社（27 社），および IFRS 適用予定会社（19 社）の時価総額が東

証上場会社の時価総額（617 兆円）に占める割合は 30%となり，IFRS 適用

の検討を実施している会社（214 社）の時価総額と合わせると 52%に上る。 

他方，「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に

係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の適用により，2008 年度

から上場会社及び店頭登録会社（外国会社を含む）に対して内部統制報告書

が導入されている。財務報告に係る内部統制制度の整備にもかかわらず，そ

の後も会計不正は少なからず報告されている。  

本稿においては，電気機器業界のリーディングカンパニーのひとつである

株式会社東芝の事例にみる内部統制の限界，とりわけ「非定型的な取引」に

着目し，当該取引への対処のあり方を探るという切り口から会計プロフェッ

ションの課題と役割を検討する。検討に際しては，まず，財務諸表監査と内

部統制報告書の監査証明の関係から，財務報告の信頼性と内部統制の有効性

の関係性を分析する。次に，会計実務の現状から，内部統制の限界について

考察する。そして，かかる状況における，わが国の会計プロフェッョンの果

たすべき役割と課題を提示する。 

要  旨 
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序論 

 近年におけるわが国の財務報告および内部

統制を取り巻く状況としては，まず 2010 年 3

月期より国際財務報告基準（以下，IFRS とい

う。）の任意適用が開始され，2017 年 10 月現

在において適用会社数は 156 社（適用予定会社

17 社を含む）となっていることがあげられる

（株式会社東京証券取引所［2017a］）。2017 年

6 月末現在における IFRS 適用会社 134 兆円

（125 社），IFRS 適用決定会社 19 兆円（27

社），および IFRS 適用予定会社 35 兆円（19

社）の時価総額の合計は 188 兆円であり，東証

上場会社の時価総額（617 兆円）に占める割合

は 30%となるとともに，IFRS 適用の検討を実

施している会社 134 兆円（214 社）の時価総額

を合わせると，東証上場会社の時価総額の 52%

となる（株式会社東京証券取引所［2017b］，

p.7）。また，「財務報告に係る内部統制の評価及

び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準の設定につ

いて（意見書）」（以下，「内部統制基準および実

施基準」という。）(1)の適用により，2008 年度

から上場会社及び店頭登録会社（外国会社を含

む）に対して内部統制報告書が導入されてい

る。 

会計実務においては，会計基準に導入された

公正価値の使用によって Mark to Model を駆

使した見積り値を用いる取引が拡大している。

財務報告に係る内部統制制度の整備にもかか

わらず，その後も会計不正は少なからず報告さ

れており（八田［2017］，pp.193-250），このよ

うな見積り値に依存した取引がその大きな要

因の一つとなっていると解される(2)。 

本稿においては，電気機器業界のリーディン

グカンパニーのひとつである株式会社東芝の

事例にみる内部統制の限界，とりわけ「非定型

的な取引」に着目し，当該取引への対処の在り

方に会計プロフェッションの課題と役割を検

討する。研究目的は，(1) 財務諸表監査と内部

統制報告の監査証明の制度から，財務報告の信

頼性と内部統制の有効性の関係性を分析する

こと，(2) 会計実務の現状から，内部統制の限

界について考察すること，そして(3) かかる状

況にみる，わが国の会計プロフェッョンの果た

すべき役割と課題を提示することである。 

本稿の構成は以下のとおりである。すなわ

ち，第 1 章では，会社法と金融商品取引法にお

ける内部統制制度の概要を述べることにより，

わが国の内部統制制度の仕組みを示す。第 2 章

では，経営者による内部統制報告書の評価，監

査人による当該報告書に対する監査意見，およ

び財務諸表に対する監査意見の 3 者の関係性

から，財務報告の信頼性と内部統制の有効性の

関係性を考察する。そして，第 3 章では，「内

部統制基準および実施基準」において内部統制

の限界として示された「非定型的な取引」を起

点として，株式会社東芝の事例を用いて検討す

ることにより，わが国の会計プロフェッション

に求められる内部統制の限界を踏まえた判断

形成と，監査報告書において監査上問題となっ

た重要な事項を伝達することの必要性を論じ

る。 

 

Ⅰ わが国の内部統制制度の仕組

み 

1. 会社法における内部統制 

会社法は，第 4 章第 5 節「取締役会」におい

て，「取締役の権限等」の表題の下に「取締役会

は，次に掲げる事項その他の重要な業務執行の

決定を取締役に委任することができない。」（会

社法 362 条 4 項）とした上で，当該項目の一つ

に「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
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することを確保するための体制その他株式会

社の業務並びに当該株式会社及びその子会社

から成る企業集団の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして法務省令で定める体制

の整備」（会社法 362 条 4 項の 6）と定めてい

る。また，「大会社である取締役会設置会社に

おいては，取締役会は，前項第六号に掲げる事

項を決定しなければならない。」（会社法 362 条

5 項）として，当該体制の整備を大会社に義務

づけている。 

 そして，会社法 362 条 4 項の 6 で定める法

務省令で定める体制は，会社法施行規則 100 条

において規定されている。この規定において

は，「当該株式会社の取締役の職務の執行に係

る情報の保存及び管理に関する体制」をはじめ

として 5 項目が定められている(3)（会社法施行

規則 100 条 1 項）。そして，その中の 1 項目で

ある「企業集団における業務の適正性を確保す

るための体制」として，さらに子会社の取締役

等の親会社への報告に関する体制，子会社の損

失の危険の管理に関する体制，子会社の取締役

等の職務の執行の効率性を確保するための体

制，子会社の取締役等及び使用人の職務執行に

係る法令遵守を確保するための体制（会社法施

行規則 100 条 1 項の 5）が示されている。な

お，監査役設置会社については，上記のほかに

7 項目の体制が求められている（会社法施行規

則 100 条 3 項）。 

 さらに，事業報告において，上記体制の整備

についての決定または決議があるときは，その

決定または決議の概要および当該体制の運用

状況の概要が示されなければならない（会社法

施行規則 118 条の 2）。また，監査役は，事業

報告が法令または定款に従い当該株式会社の

状況を正しく示しているかどうかについての

意見を内容とする監査報告を作成することが

義務づけられている（会社法施行規則 129 条 1

項の 2）。当該事項の内容が相当でないと認め

るときは，その旨およびその理由についても監

査報告の内容とすることが求められる（会社法

施行規則 129 条 1 項の 5）。したがって，会社

法における内部統制は，取締役をモニタリング

する立場である監査役の監査に付されている。 

これまで述べた会社法における内部統制の

概要は，「表 1-1」に示すとおりである。 

 
表 1-1 会社法における内部統制の概要 

 説 明 事 項 参 照 条 文 

対 象 大会社 会社法 362 条 5 項 

内 容 取締役の職務の執行・企業集団の業務の適正性

確保のための体制整備 

会社法 362 条 4 項の 6 

開 示 事業報告において,上記の体制整備及び運用状

況の概要を記載 

会社法施行規則 118 条の 2 

監 査 監査役 会社法施行規則 129 条 1 項の 2 

その他 親会社および子会社の役員・使用人が親会社の

監査役に報告するための体制の整備 

会社法施行規則 100 条 1 項，3 項 

出所：会社法に基づいて著者作成 
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なお，会社法においては，内部統制という用

語は用いられておらず，会社法 362 条 4 項の 6

に規定されている取締役の職務の執行・企業集

団の業務の適正性確保のための体制が，会社法

における内部統制を示していると解される。ま

た，会社法における内部統制に関する開示は，

事業報告において当該体制の整備に係る決定

および運用状況の概要について監査役の意見

を示すことによってなされている。 

会社法における内部統制制度について，町田

（［2017］）は，会社法は内部統制の整備を求め

ているというよりも，会社法が内部統制として

実現したい事項は，法令等の遵守（コンプライ

アンス）を中心とした全社的な内部統制であ

り，コーポレート・ガバナンスに関連する部分

であると述べている（町田［2017］，p.29）。そ

して，会社法は，あくまでも取締役会が内部統

制の基本方針としていかなる決定を行う必要

があるかを規定しているだけであり，決定され

た基本方針を受けて，いかなる内部統制を構築

するのかは専ら経営者の判断に委ねられてい

ると述べている（町田［2017］，p.30）。 

 

2. 金融商品取引法における内部統制 

 金融商品取引法（以下，条文を示す際には「金

商法」ともいう。）における内部統制は，上場会

社・店頭登録会社（外国会社を含む）が，企業

集団および当該会社に係る財務計算に関する

書類その他の情報の適正性を確保するために

必要なものとして内閣府令で定める体制（金商

法第 24 条の 4 の 4）と規定されており，当該

体制を評価した報告書である内部統制報告書

を，有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提

出することが義務づけられている（金商法第

24 条の 4 の 4）。 

内部統制報告書は，特別の利害関係のない公

認会計士または監査法人による監査証明を受

けることが義務づけられており（金商法第 193

条の 2），これと併せて有価証券報告書の記載

内容の適正性を確認した旨を記載した確認書

の提出が義務づけられている（金商法第 24 条

の 4 の 2）。 

また，罰則規定が設けられており，内部統制

報告書における重要な事項に虚偽記載のある

場合，不提出の場合は 5 年以下の懲役もしくは

500 万円以下の罰金，またはこれを併科するこ

ととされ（金商法第 197 条の 2），法人に対し

ては 5 億円以下の罰金が科せられる（金商法第

207 条）。 

上述のとおり，金融商品取引法における内部

統制は，財務報告の適正性の確保を目的とした

体制であり，当該体制を評価した内部統制報告

書は公認会計士または監査法人による監査が

義務づけられるとともに，罰則規定も設けられ

ているという厳重な制度設計の下にある。鳥羽

（［2007］）によれば，金融商品取引法で予定さ

れている内部統制報告書は，「財務報告に係る

内部統制」の機能状況についての経営者の言明

であり（鳥羽［2007］，p.395），経営者の言明

に信頼性を保証する方法は複数あるが，監査は

その中で信頼性について最も高い水準を提供

するものである（鳥羽［2007］，p.396）。 

金融商品取引法における内部統制の概要は，

「表 1-2」に示すとおりである。 
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表 1-2 金融商品取引法における内部統制の概要 

 説 明 事 項 参 照 条 文 

対 象 上場会社・店頭登録会社（外国会社を含む） 金商法第 24 条 1 項 

金商法第 24 条の 4 の 4 

内 容 企業および企業集団の財務報告に係る情報の適正性確保

のための体制の評価 

金商法第 24 条の 4 の 4 

開 示 内部統制報告書 金商法第 24 条の 4 の 4 

監 査 公認会計士または監査法人 金商法第 193 条の 2 

罰 則 重要な虚偽記載・不提出の者は 5 年以下の懲役もしくは

500 万円以下の罰金または併科，法人は 5 億円以下の罰金

金商法第 197 条の 2，金商

法第 207 条 

確 認 書 有価証券報告書の記載内容の適正性を確認した旨を記載

して，有価証券報告書と併せて提出 

金商法第 24 条の 4 の 2 

（出所）金融商品取引法に基づいて著者作成 

 
金融商品取引法における内部統制の開示手

段としての内部統制監査報告書は，一般に公正

妥当と認められる財務報告に係る内部統制お

よび監査の基準に該当する「内部統制基準およ

び実施基準」に委ねられている（同府令第 1 条

3 項，4 項）。同基準によれば，内部統制とは，

基本的に，業務の有効性及び効率性，財務報告

の信頼性，事業活動に関わる法令等の遵守並び

に資産の保全の４つの目的が達成されている

との合理的な保証を得るために，業務に組み込

まれ，組織内のすべての者によって遂行される

プロセスをいう（内部統制基準Ⅰ.1.）。また，

内部統制の目的を達成するため，経営者は，内

部統制の基本的要素が組み込まれたプロセス

を整備し，そのプロセスを適切に運用していく

必要があるとされる（内部統制基準Ⅰ.1.）(4)。 

 

Ⅱ 財務報告の信頼性と内部統制

の有効性の関係性 

1. 内部統制報告書に対する経営者

の評価と監査人の意見表明 

経営者は，有効な内部統制の整備及び運用の

責任を負う者として，財務報告に係る内部統制

を評価することが求められる（内部統制基準

Ⅱ.3.(1)）。財務報告に係る内部統制の評価結果

の表明には，以下の方法がある（内部統制基準

Ⅱ.3.(5)）。 

①  財務報告に係る内部統制は有効である

旨 

②  評価手続の一部が実施できなかったが，

財務報告に係る内部統制は有効である旨

並びに実施できなかった評価手続及びそ

の理由 

③  開示すべき重要な不備があり，財務報告

に係る内部統制は有効でない旨並びにそ

の開示すべき重要な不備の内容及びそれ

が是正されない理由 

④  重要な評価手続が実施できなかったた

め，財務報告に係る内部統制の評価結果を

表明できない旨並びに実施できなかった

評価手続及びその理由 

ここに，経営者による内部統制報告書の評価

結果の一つである「開示すべき重要な不備」と

は，財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高

い財務報告に係る内部統制の不備をいう（内部
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統制基準Ⅱ.1.(4)）。これは，直ちに当該企業の

有価証券報告書に記載された財務報告が適正

でないことを意味するわけではなく，有価証券

報告書に記載された財務報告の内容を利用す

る際に留意すべき事項として，財務報告に係る

内部統制に「今後改善を要する重要な課題」が

あることを開示することに意義がある（金融庁

［2010］，p.11）とされる。 

 経営者の評価結果に対する監査人の意見表

明は，無限定適正意見，限定付適正意見，もし

くは不適正意見のいずれかである。限定付適正

意見，および不適正意見については，財務諸表

監査と同様の意味合いで用いられている（内部

統制基準Ⅲ.2.(4)①）。これに対して，無限定適

正意見については，監査人は，経営者の作成し

た内部統制報告書が，一般に公正妥当と認めら

れる内部統制の評価の基準に準拠し，財務報告

に係る内部統制の評価について，すべての重要

な点において適正に表示していると認められ

ると判断したときに表明される（内部統制基準

Ⅲ.2.(3)）。したがって，経営者が「開示すべき

重要な不備がある」と評価し，当該評価のとお

り被監査会社の内部統制に重要な不備がある

と認められると判断される場合においても，監

査人は「無限定適正意見」を表明することとな

る。この場合には，当該開示すべき重要な不備

がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財

務諸表監査に及ぼす影響を内部統制監査報告

書に追記しなければならない（内部統制基準

Ⅲ.2.(3)）とされている。 

したがって，内部統制報告書に対する監査人

の 3 通りの意見表明の文言は財務諸表監査の

それと同じであるものの，監査人の意見表明の

対象が内部統制システムそれ自体ではなく経

営者の評価に対するものであることから，「無

限定適正意見」の意味が財務諸表監査における

それとは異なることとなる。 

2. 財務諸表監査と内部統制報告書

監査の関係性 

経営者は，財務報告の信頼性に及ぼす影響の

重要性の観点から必要な範囲について，財務報

告に係る内部統制の有効性の評価を行わなけ

ればならない（内部統制基準Ⅱ.2.(1)）。その際

には，財務報告に対する金額的及び質的影響の

重要性を考慮し，財務諸表の表示及び開示，企

業活動を構成する事業または業務，財務報告の

基礎となる取引または事象，および主要な業務

プロセス等に関して合理的に評価の範囲を決

定し，当該内部統制の評価の範囲に関する決定

方法及び根拠等を適切に記録しなければなら

ない（内部統制基準Ⅱ.2.(2)）。そして，経営者

による内部統制の評価範囲が，後に監査人のそ

れと齟齬をきたさないように，経営者は，評価

の範囲を決定した後に，当該範囲を決定した方

法及びその根拠等について，必要に応じて，監

査人と協議を行っておくことが適切である（内

部統制実施基準Ⅱ.2.(2)）とされている。 

さらに，監査人が内部統制監査の実施におい

て内部統制の不備（開示すべき重要な不備を含

む。）を発見した場合に，経営者に報告して是

正を求めなければならないことはもちろんの

こと，内部統制の構築等の段階においても，経

営者等と必要に応じ意見交換を行い，内部統制

の構築等に係る作業や決定は，監査人によって

ではなく，あくまで企業・経営者によって行わ

れるとの前提の下で，有効な内部統制の構築等

に向けて適切な指摘を行うことを妨げるもの

ではない（内部統制実施基準Ⅲ.2.）とされてい

る。したがって，適正な内部統制の構築のため

に，経営者と監査人はそれぞれの職務の範囲を

踏まえたうえで協力しあうことが了解されて

いることから，通常は監査人による内部統制報

告書の監査意見は「無限定適正」となることが

想定される。 
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内部統制制度が導入された 2008 年以降に提

出された有価証券報告書の分析から，監査人に

よる内部統制報告書に対する監査意見と財務

諸表に対する監査意見の関係は，内部統制に係

る経営者の評価と監査人の意見が一致するケ

ースにおいては，経営者の評価結果にかかわら

ず内部統制報告書は無限定適正とされ，内部統

制に係る経営者の評価を監査人が適正と認め

なかったケースにおいては，内部統制報告書に

は無限定適正以外の意見表明がなされている

ことが確認されている(5)。 

 
表 2-1 株式会社東芝の内部統制報告書と監査証明 

 2009 年度～2010 年度 2011 年度～2014 年度 2015 年度 2016 年度 

内部統制報告書の

評価 

（訂正報告書） 

有効 

→重要な欠陥 

（訂正報告書） 

有効 

→重要な不備 

重要な不備があ

り有効でない 

有効 

内部統制報告書の

監査 

― ― 無限定適正 不適正 

財務諸表の監査 無限定適正 無限定適正 無限定適正 限定付適正 

出所：株式会社東芝の各年度の有価証券報告書（株式会社東芝［2015a］，［2016］，［2017a］）に基づい

て著者作成。 

＊ 2009 年度から 2014 年度の有価証券報告書は訂正がなされたため，2015 年 9 月 7 日に提出されて

いる。2015 年有価証券報告書は 2016 年 6 月 22 日に提出されている。また，2016 年度有価証券報告

書は提出期限の延長により，2017 年 8 月 10 日に提出されている。 

＊ 内部統制報告書の訂正報告書には，監査証明を含まない（内部統制府令ガイドライン 1－1）。 

＊「内部統制基準」の改訂により，2011 年度から「重要な欠陥」が「重要な不備」と表現が改められた。 

 

「表 2-1」は株式会社東芝の内部統制報告書

の評価結果，監査人による内部統制報告書の監

査意見，および財務諸表に対する監査意見の関

係を示している。2015 年度（2016 年 3 月期）

の経営者による内部統制報告書の評価は「重要

な不備があり有効でない」という結果であり，

内部統制報告書に対する監査人の監査意見は，

経営者による当該評価が適正である旨を示す

「無限定適正」となっている。また，財務諸表

の監査意見も同様に「無限定適正」である。こ

れに対して，2016 年度（2017 年 3 月期）の経

営者による内部統制報告書の評価結果は「有

効」であり，これに対する監査人の監査意見は，

次章で述べるような理由により「不適正」とな

っていることから，監査人は同社の内部統制報

告書に重要な虚偽記載がないことについて合

理的な保証を得ることができなかったことが

看取できる。監査人は，経営者との意見が対立

する事項を重視した結果，財務諸表に対して

「限定付適正」意見を表明している。 

したがって，「表 2-1」からも明らかなように，

監査人による内部統制報告書に対する監査意

見が経営者の評価の適正性を証明するととも

に，財務諸表の監査意見を決定づけていること

がわかる。 

2015 年度の東芝の内部統制監査報告書にお

ける監査人による強調事項の記載（東芝

［2015a］）によれば，会社の全社的な内部統
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制，決算・財務報告プロセスに関する内部統制

に開示すべき重要な不備が存在しているが，当

該の重要な不備に起因する必要な修正はすべ

て財務諸表および連結財務諸表に反映されて

おり，これによる財務諸表監査に及ぼす影響は

ないとされている。他方で，かかる記載内容か

らは，同社の内部統制報告書における重要な不

備と財務諸表の適正性との関係は必ずしも明

らかにされていない。したがって，内部統制に

重要な不備があって，財務諸表に適正意見を表

明するということはいったいどういうことな

のかという疑問に答える手立ては，保証の枠組

みの下では用意されていないこととなる（鳥羽

［2007］，p.398）のである。 

このように，監査人により表明された無限定

適正意見の多義性に因り，内部統制の有効性と

財務報告の信頼性の関係性は監査意見のみか

らは直接的には見えにくくなっていると解さ

れる。 

 

Ⅲ 内部統制の限界と非定型的な

取引 

1. 内部統制の限界 

 内部統制の限界とは，適切に整備され，運用

されている内部統制であっても，内部統制が本

来有する制約のため有効に機能しなくなるこ

とがあり，内部統制の目的を常に完全に達成す

るものとはならない場合があることをいう（内

部統制実施基準Ⅰ.3.）。 

「内部統制基準」は，内部統制の限界につい

て以下のように述べている（内部統制基準

Ⅰ.3.）。すなわち，(1) 内部統制は，判断の誤り，

不注意，複数の担当者による共謀によって有効

に機能しなくなる場合がある。(2) 内部統制

は，当初想定していなかった組織内外の環境の

変化や非定型的な取引等には，必ずしも対応し

ない場合がある。(3) 内部統制の整備及び運用

に際しては，費用と便益との比較衡量が求めら

れる。(4) 経営者が不当な目的の為に内部統制

を無視ないし無効ならしめることがある。ここ

において，制度上「非定型的な取引」という文

言が盛り込まれた点には留意しておく必要が

ある。 

 「内部統制実施基準」は，当初想定していな

かった環境の変化や非定型的な取引の発生し

やすいプロセスに重点的に知識・経験を有する

者を配置するなど，的確に内部統制を整備する

ことによって，当初想定していなかった環境の

変化や非定型的な取引に対する対応の範囲は

相当程度，拡げることができる（内部統制実施

基準Ⅰ.3.）と述べている。さらに，当初想定し

ていなかった組織内外の環境の変化や非定型

的な取引等に対して，経営者が既存の内部統制

の枠外での対応を行うこと，既存の内部統制の

限界を踏まえて，正当な権限を受けた者が経営

上の判断により別段の手続を行うことは，内部

統制を無視する，または無効にすることには該

当しない（内部統制実施基準Ⅰ.3.）ことを記述

している。 

 このように前以て内部統制の限界を示す根

拠は，内部統制を評価する者からみるならば，

そういった限界の目をくぐるような問題に関

しては，別枠で評価対象にしなければならない

ということも踏まえて内部統制に対する正し

い理解，および内部統制は絶対的なものではな

いということへの理解を促すことである（八田

［2007］，pp.81-82）。 

 非定型的な取引の増加は，財務報告において

公正価値測定を含む経営者の見積りの利用，す

なわち Mark to Model を用いた取引の増加に

伴って生じてきたものと思料される。このよう

な取引については，経営者の主張が前面に出て

くることが想定されることから，監査人にとっ
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てもとりわけ慎重な対応が必要とされるとこ

ろであり，職業的懐疑心とより専門性の高い判

断が求められると解される。 

 

2. 東芝の事例にみる内部統制の機

能不全 

ここでは、株式会社東芝が公表した２つの文

書に基づいて，同社の適時開示および内部統制

報告書を巡る経営者と監査人の意見の対立に

ついて考察することにより，会計実務の現状か

ら見た内部統制の限界とそれに対する会計プ

ロフェッションの役割と課題を提示する。 

東芝の適時開示（2015 年 11 月 17 日付文書）

の趣旨は，子会社（ウェスチングハウス社：以

下，WEC）に係る 2012 年度および 2013 年度

におけるのれんの減損（それぞれ 762 億円，

394 億円）は，東芝の連結財務諸表には影響を

及ぼさないが，2012 年度において適時開示す

べき事項に該当していた（株式会社東芝

［2015b］，p.3）というものである。また，東

芝は 2015 年度において連結財務諸表で WEC

ののれんに対して約 2,950 億円の減損損失を

認識している。当該文書から，米国基準に基づ

いてWECおよび東芝の両方で計上されたのれ

んに係る減損処理は，両社でグルーピングや認

識のタイミングが異なっていたことがわかる

（「表 3-1」）。東芝の連結財務諸表には影響を及

ぼさないことに鑑みて，当該適時開示対象事項

は，内部統制の枠外の問題すなわち内部統制の

限界としてとらえられていたと解される。 

東芝ののれんの評価にみるリスクは，まず

WEC の買収時におけるのれんの評価額の適正

性にあると推察され，これは Mark to Model に

起因するリスクといえる。さらに，のれんの減

損テストにおけるグルーピング，当該タイミン

グは経営者の判断に依存し(6)，減損損失の金額

も経営者の予測と見積りに依存するといえる。

この点に，会計プロフェッションによる「非定

型的な取引」の存在の認識と職業的懐疑心を要

請する所以が認められるのである。 

 
表 3-1 株式会社東芝ののれんに係る適時開示の概要 

 WEC 東 芝 

減損テストの方法 4 つのプロダクトラインごとに

実施 

左記のプロダクトラインと WEC

担当事業部全体で実施 

2012 年度における減損の判定 2つのプロダクトラインで約 762

億円の減損損失を認識 

減損損失は認識されず 

2013 年度における減損の判定 1つのプロダクトラインで約 394

億円の減損損失を認識 

減損損失は認識されず 

2014 年度における減損の判定 減損損失は認識されず 減損損失は認識されず 

出所：株式会社東芝の適時開示文書（株式会社東芝［2015b］）に基づいて著者作成 

 
株式会社東芝の 2017 年 8 月 10 日付文書「財

務報告に係る内部統制報告書における不適正

意見に関するお知らせ」に見る経営者と監査人

の内部統制報告書を巡る意見の対立点は，「表

3-2」のとおりである（株式会社東芝［2017b］）。

すなわち，経営者は同社の内部統制を有効と評

価しているのに対して監査法人は不適正と意

見表明している。経営者は，不適正意見と指摘

されたプロセスを WEC による S&W 社の買収

に関連した非定型的な内部統制であったと述
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べるとともに，当該プロセスに係る見積り値を

再評価し認識時期の妥当性についても検証し

ていること，そして当該金額は次期以降の財務

報告に影響を及ぼすものではないことを強調

している。したがって，同社は当該プロセスを

通常の内部統制の枠組みには入らない，いわば

内部統制の枠を超えた問題としてとらえてお

り，内部統制の限界として認識していた可能性

があると解される。 

これに対して，監査法人は，経営者が S&W

社の特定の工事契約に関連する損失 652，267

百万円を計上する際に，前期決算の当時におい

て利用可能であったすべての情報に基づく合

理的な仮定を使用して適切な再評価を行わな

かったことを指摘したうえで，当該損失のうち

相当程度ないしすべての金額は前連結会計年

度に計上されるべきであったと断じている。し

たがって，監査法人は，当該プロセスを開示す

べき重要な不備，すなわち内部統制の枠内の問

題として認識し，「内部統制は有効である」と

する経営者の評価に評価結果に対して不適正

意見を表明するとともに，その根拠を内部統制

監査報告書において開示している（株式会社東

芝［2017a］）。 

 

表 3-2 株式会社東芝の内部統制報告書をめぐる経営者と監査人の意見の対立 

 経営者 監査法人 

結 論 内部統制は有効 不適正 

根 拠 ・不適正意見と指摘されたプロセスは WEC

による S&W 社の買収に関連した非定型的

な内部統制である。 

・当該取得金額配分手続きに関連した工事損

失引当金の暫定的な見積りを再評価し，認

識時期の妥当性も検証した。 

・2017 年 3 月に WEC グループが NY 州連

邦破産裁判所に再生手続きを申し立て，連

結から除外された。これに関連する損益等

を適切に把握するための内部統制を財務報

告に係る内部統制の評価対象とした。 

・S&W 社の特定の工事契約に関連する損失

を計上する際に，前期決算の当時におい

て利用可能であったすべての情報に基づ

く合理的な仮定を使用して適切な再評価

を行わなかった。 

・当該損失のうち相当程度ないしすべての

金額は前連結会計年度に計上されるべき

であった。 

出所：株式会社東芝の 2016 年度有価証券報告書（株式会社東芝［2017a］）および同社の 2017 年 8 月

10 日付文書（株式会社東芝［2017b］）に基づいて著者作成 

 
以上の考察より明らかとなった会計プロフ

ェッションに求められる役割は，のれんの評価

や工事損失引当金の見積りにみられるような

「非定型的な取引」の存在の認識と職業的懐疑

心，内部統制の限界を踏まえた監査人の判断形

成であると解される。そのためには，会計プロ

フェッションは，被監査会社の CEO・CFO 等

の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上の

リスク等について率直かつ深度ある意見交換

を尽くすとともに，監査の現場における被監査

会社との間での十分な意見交換や議論に留意

すべきことが求められる（金融庁［2017a］，原

則 4，指針 4-4.）。 

それでもなお，経営者の見積りに依存する取
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引は，監査においてその適正性を識別すべき事

項であると同時に，識別し難い事項でもある。

したがって，会計プロフェッションの役割を支

援するための課題は，会計監査報告書における

情報の拡充に向けた制度的対応である。すなわ

ち，会計監査報告書においては，監査人が着目

した会計監査上のリスク等（ Key Audit 

Matters：KAM）に関する情報の開示が監査報

告書の情報価値を高め，会計監査についての財

務諸表利用者の理解を深める意義がある（金融

庁［2017b］，p.1）と解される。 

 

3. 監査報告書の拡充に関する国際

的動向 

近年において，国際的に監査人の報告書の形

式と内容に関する基準の改訂，ないしは法律の

改正が行われている。例えば，国際監査保証基

準委員会（IAASB）は，2015 年 1 月に国際監

査基準（ISA）701「独立監査人の報告書におけ

る監査上の重要な事項の伝達」を公表した。ま

た，欧州連合（EU）は，2014 年 4 月に上場会

社，信用機関，および公益法人（PIE）の監査

報告書に新しい要求事項を盛り込むための法

律を採択した（（EU）No.537/2014）。英国財務

報告評議会（FRC）は，2013 年 6 月に英国コ

ープレート・ガバナンス・コードを適用する会

社の監査報告書の規定を改訂するとともに，

2016 年 4 月には，EU および IAASB の要件を

組み入れるために 2013 年に規定を更新してい

る。そして，米国では，公開会社会計監視委員

会（PCAOB）が，2017 年 6 月に監査基準（AS）

3101「監査人が無限定適正意見を表明した場

合の財務諸表の監査に係る監査人の報告」を公

表し，監査上の重要な事項の伝達や監査人の任

期の開示をはじめとする監査報告書に対する

重要な変更を行っている(7)。 

これらの監査人の報告書に関する取り組み

は，規制当局や基準設定機関が置かれた法域や

経済環境によって，当該基準における要求事項

に多少の違いは見られても，伝達すべき事項及

び伝達に関する根本的な判断基準には共通性

がある（PCAOB（2017）p.10）。ここでは，こ

れらの監査基準の改訂の中心を成す監査上の

重要な事項の伝達に焦点を当てて，IAASB と

PCAOB の監査基準を取り上げてその要点を

対照して表示する（「表 3-3」）。 
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表 3-3 監査上の重要な事項（KAM，CAM）の伝達 

 ISA 701（IAASB） AS 3101（PCAOB） 

定  義 監査人の専門的判断において，当期の財務

諸表の監査で最も重要な事項。監査上の重要

な事項は，統治責任者とコミュニケーション

した事項から選択される（par.8）。 

監査委員会に伝達されるか，または伝達を要

求される財務諸表の監査から生じるすべての

事項であり，（1）財務諸表にとって重要な勘定

または開示に関連し，（2）特に困難，主観的，

または複雑な監査人の判断を含む（par.11）。 

決定の際

に考慮さ

れる要件 

（a）重大な虚偽記載の危険性がより高いと

評価された領域，または ISA 315（改訂）

に照らして確認された重要なリスク。 

（b）重要な経営判断を含む財務諸表の領域

に関連する重要な監査人の判断（高い見

積りの不確実性を有するとみなされてい

る会計上の見積りを含む）。 

（c）当期に発生した重要な事象または取引

の監査に係る影響（par.9）。 

a. 重大なリスクを含む重大な虚偽表示のリス

クについての監査人の評価。 

b. 重要な測定の不確実性を伴う見積りを含

む，経営者による重要な判断または見積りの

適用を伴う財務諸表の領域に関連する監査人

の判断の程度。 

c. 重要で非定型的な（unusual）取引の性質と

時期，およびこれらの取引に関連する監査の

取組みと判断の程度。 

d. 当該事項に対処するための監査手続きを適

用する際の，またはそれらの手続の結果を評

価する際の監査人の主観性の程度。 

e. 必要とされる専門的な技量または知識の範

囲，または当該事項に関する監査人の外部の

相談を含む，当該事項の対処に必要な監査の

取組みの性質と程度。 

f. 当該事項に関して得られた監査証拠の性質

（par.12）。 

記  載 監査報告書の KAM の区分における個々の

KAM の説明は，財務諸表に関連する開示へ

の参照を含まなければならない。そして以下

の事項について対応しなければならない

（par.13）。 

（a）KAM であると決定された理由。 

（b）当該問題が監査においてどのように対

処されたのか。 

監査人は，CAM ごとに以下のことを行わな

ければならない（par.14）。 

a. CAM を特定する。 

b. 監査人がその問題が重大な監査事項である

と判断した主な理由を説明する。 

c. CAM が監査でどのように対処されたかを説

明する。 

d. CAMに関連する財務諸表の勘定または開示

を参照する。 

出所：ISA 701（IAASB）および AS 3101（PCAOB）に基づいて著者作成。 
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財務報告において公正価値測定を含む経営

者の見積りの利用が増加する現状において，監

査人はこれまで以上に監査において困難な局

面への対処を余儀なくされていると解される。

これらの国際的な取組みには，これから適用を

迎える基準も含まれているものの，これまで適

正か不適正かの証明を記載するという監査人

の報告書のあり方に大きな変革を迫るもので

あり，監査結果のみならずそのプロセスにおけ

る情報を伝達することで，投資家に対してより

有用な情報をもたらすことが期待される。 

 

結論 

これまでの考察に基づいて，研究目的に即し

た帰結を総括する。まず，財務諸表監査と内部

統制報告書の監査証明からみた財務報告の信

頼性と内部統制の有効性の関係性は，以下のと

おりである。すなわち，「無限定適正」という用

語が内部統制報告書の監査と財務諸表の監査

では異なる意味で用いられている。前者におい

ては，内部統制報告書に対する経営者の言明に

対して監査人が適正であると判断したという

意味であり，その場合には経営者の言明内容に

かかわらず「無限定適正」意見が表明される。

これに対して，後者においては財務諸表そのも

のに対して監査人が適正であると判断した場

合に「無限定適正」意見が表明される。この結

果，財務報告に係る内部統制の有効性と財務報

告の信頼性との関係性が直ちに識別できなく

なっている。そして，経営者の言明とそれに対

する監査人の証明が一致するかどうかが，財務

諸表監査の意見表明に影響を及ぼすに至って

いる。当該の不一致は，後述する内部統制の限

界ともいうべき「非定型的な取引」が会計実務

において拡大していることにその一因がある

と解される。 

次に，会計実務の現状からみた内部統制の限

界については，以下のとおりである。すなわち，

Mark to Model を駆使した見積り値を用いる

取引に典型的にみられる「非定型的な取引」の

存在が，経営者に対して既存の内部統制の枠を

超えた意思決定を要請することが，結果的に内

部統制の機能不全を生じさせる一因になって

いると解される。株式会社東芝の事例にみると

おり，経営者と監査人の意見が対立するような

取引は，監査によってその適正性を識別すべき

事項であるにもかかわらず，監査上の判断が困

難となることが想定される。かかる取引は，ま

さに国際的に監査上の重要な事項（Key Audit 

Matters ないしは Critical Audit Matters）と

して扱われるべき対象であると思料される。 

そして，かかる状況における，わが国の会計

プロフェッションの果たすべき役割は，会計倫

理の醸成に加えて，内部統制を無効ならしめる

可能性のある「非定型的な取引」の存在を認識

することであり，とりわけ当該取引に対する職

業的懐疑心に根差した判断形成を行うことが

求められていると解される。また，わが国の会

計プロフェッションの課題は，監査上の判断が

困難であった重要な事項を監査報告書におい

て開示することにより，当該の情報を投資家に

伝達することであると解される。現在において

は，わが国においてそのための手立てが整って

いないことから，制度的な整備が望まれるとこ

ろである。 

監査報告書における監査上の重要な事項の

伝達等を含む監査報告書の拡充は，すでに国際

的には法律や監査基準において規定されてい

る。監査上の重要な事項の伝達は，これまでの

適正か不適正かという監査人の意見の表明を

目的とする監査報告書に対して，著しい改善を

もたらすと解される。これらの先行事例を検討

することにより，わが国においても，会計プロ
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フェッションが監査報告書において投資家と

のコミュニケーションを図るための議論と制

度的な整備が求められる。このことはまた，監

査人と投資家のコミュニケーションにとどま

らず，経営者と投資家とのそれにも資すること

になると解される。 

 
注 

（1）同意見書は，意見書（前文），財務報告に係る

内部統制の評価及び監査の基準，および財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施

基準から成る。以下，「内部統制基準および実施

基準」という。なお，項番を示す際には，財務

報告に係る内部統制の評価及び監査の基準を

「内部統制基準」，財務報告に係る内部統制の評

価及び監査に関する実施基準を「内部統制実施

基準」という。なお，同意見書は平成 23 年 3 月

30 日付で改訂されており，本文においては改定

後の基準を用いている。 
（2）2016 年における上場企業の不適切な会計・経

理の開示の実態については，東京商工リサーチ

『2016 年全上場企業「不適切な会計・経理の開

示企業」調査』 
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170 
315_01.html（2017 年 7 月 5 日閲覧）に掲載

されている。 
（3）会社法施行規則第 100 条 1 項において定めら

れている体制は，以下の事項である。 
1. 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る

情報の保存及び管理に関する体制 
2. 当該株式会社の損失の危険の管理に関する

規程その他の体制 
3. 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率

的に行われることを確保するための体制 
4. 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確保するための

体制 
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社

から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 
（4）「内部統制基準」によれば，当該プロセスは，

統制環境，リスクの評価と対応，統制活動，情

報と伝達，モニタリング（監視活動）およびＩ

Ｔ（情報技術）への対応の６つの基本的要素か

ら構成される（内部統制基準Ⅰ.1.）。また，内部

統制に係るそれぞれの目的を達成するには，す

べての基本的要素が有効に機能していることが

必要であり，それぞれの基本的要素は，内部統

制の目的のすべてに必要になるという関係にあ

るとされる（内部統制基準Ⅰ.1.）。 
（5）これまで，経営者による内部統制報告書の評価

が「開示すべき重要な不備がある」とされ，こ

れに対する監査人が「無限定適正」と証明した

会社の財務諸表監査には，ごく例外を除いて「無

限定適正」意見が表明されている。（レキシコム

総合研究所「『内部統制報告書』分析速報リリー

スのお知らせ」http://www.lexicom.jp/（2017 年

8 月 1 日閲覧））。 
（6）なお，アナリストは，一般的に減損損失の計上

のタイミングについて，のれんの価値の下落の

発生時期よりも遅く認識されると感じているこ

とがインタビューの結果から明らかにされてい

る山口奈美［2007］「リサーチ・ペーパー第 3 号

『のれんを巡る財務情報に関するアナリストの

見解』の公表」『季刊 会計基準』第 58 巻， p.72，
79）。 

（7）PCAOB は，AS 3105「無限定適正意見および

その他の報告状況からの離脱」により，監査人

が限定付適正意見を表明する場合においても，

監査人の報告書において監査上の重要な事項の

伝達を行うことを義務づけている。 
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